
平
成
十
九
年
四
月
二
十
七
日
提
出

質

問

第

二

〇

六

号

政
府
開
発
援
助
（
Ｏ
Ｄ
Ａ
）
に
お
け
る
使
途
不
明
金
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男
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政
府
開
発
援
助
（
Ｏ
Ｄ
Ａ
）
に
お
け
る
使
途
不
明
金
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

二
〇
〇
七
年
四
月
二
十
七
日
付
読
売
新
聞
朝
刊
が
、
「
Ｏ
Ｄ
Ａ
三
百
十
二
億

使
途
不
明

〇
二
年
度
債
務
救
済
資
金

供
与
額
の
九
十
九
％
」
と
の
見
出
し
で
、

「
開
発
途
上
国
に
対
し
、
日
本
の
政
府
開
発
援
助
（
Ｏ
Ｄ
Ａ
）
と
し
て
行
わ
れ
た
『
債
務
救
済
無
償
資
金
協
力
』
で
、
二

〇
〇
二
年
度
に
供
与
し
た
二
十
か
国
（
総
額
約
三
百
十
六
億
円
）
の
う
ち
十
九
か
国
が
使
途
報
告
書
を
提
出
し
て
お
ら
ず
、

少
な
く
と
も
総
額
約
三
百
十
二
億
円
が
使
途
不
明
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
読
売
新
聞
が
行
っ
た
情
報
開
示
請
求
な
ど
で
わ

か
っ
た
。
こ
の
資
金
供
与
は
、
円
借
款
の
返
済
が
困
難
な
国
へ
の
追
加
支
援
だ
が
、
会
計
検
査
院
か
ら
使
途
の
監
視
が
不
十

分
と
の
指
摘
も
あ
り
、
同
年
度
で
廃
止
さ
れ
た
。
供
与
後
五
年
近
く
経
過
し
て
お
り
、
援
助
資
金
の
ず
さ
ん
な
管
理
実
態
を

浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。

こ
の
援
助
は
、
円
借
款
の
債
務
返
済
が
滞
っ
た
国
を
対
象
に
、
一
部
が
返
済
さ
れ
た
際
に
原
則
、
返
済
額
と
同
額
を
無
償

で
供
与
す
る
仕
組
み
だ
っ
た
。

外
務
省
に
よ
る
と
、
資
金
供
与
は
、
途
上
国
の
国
民
生
活
向
上
の
た
め
、
日
本
と
相
手
国
政
府
が
合
意
し
た
品
目
リ
ス
ト

に
沿
っ
た
物
資
な
ど
を
購
入
す
る
の
が
目
的
で
、
供
与
後
二
年
を
め
ど
に
使
い
切
り
、
日
本
側
に
使
途
報
告
書
を
提
出
す
る

一



取
り
決
め
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
〇
二
年
度
に
供
与
し
た
二
十
か
国
の
う
ち
、
こ
れ
ま
で
に
使
途
報
告
書
を
提
出
し
た
の
は
マ
リ
（
供
与
額
計
約

四
億
円
）
だ
け
。
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
二
百
二
十
三
億
円
分
を
含
め
、
十
九
か
国
の
計
約
三
百
十
二
億
円
分
の
使
途
は
報
告

さ
れ
て
い
な
い
。

〇
一
年
度
の
供
与
国
で
も
、
十
八
か
国
中
、
イ
ン
ド
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
な
ど
五
か
国
（
同
約
二
百
二
十
九
億
円
）
か
ら
報
告

が
あ
っ
た
が
、
十
三
か
国
（
同
約
八
十
六
億
円
）
の
使
途
は
不
明
だ
。
〇
一
〜
〇
二
年
度
と
も
使
途
報
告
が
出
て
い
な
い
の

は
、
ネ
パ
ー
ル
、
ラ
オ
ス
、
ス
リ
ラ
ン
カ
、
タ
ン
ザ
ニ
ア
、
ザ
ン
ビ
ア
な
ど
十
二
か
国
だ
っ
た
。

こ
の
資
金
協
力
を
巡
っ
て
は
、
〇
〇
年
に
検
査
院
が
ま
と
め
た
調
査
で
、
一
九
九
四
〜
九
七
年
度
ま
で
に
資
金
を
受
け

取
っ
た
二
十
か
国
の
う
ち
、
一
度
も
使
途
報
告
書
を
提
出
し
て
い
な
い
国
が
十
四
か
国
に
上
り
、
多
額
の
使
途
不
明
金
が
判

明
。
報
告
書
を
毎
回
、
提
出
し
て
い
た
の
は
二
か
国
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
検
査
院
は
外
務
省
に
使
途
の
監
視
強

化
を
要
求
。
そ
の
後
し
ば
ら
く
は
改
善
が
見
ら
れ
た
が
、
〇
一
年
度
以
降
の
供
与
分
で
、
再
び
提
出
国
が
激
減
し
た
。

外
務
省
無
償
資
金
・
技
術
協
力
課
は
『
毎
年
、
使
途
報
告
書
の
提
出
を
求
め
て
い
る
が
、
開
発
途
上
国
の
行
政
能
力
の
問

題
も
あ
り
、
出
し
て
こ
な
い
国
が
多
い
。
今
後
も
、
使
途
を
報
告
す
る
よ
う
引
き
続
き
関
係
各
国
に
呼
び
か
け
て
い
く
』
と

二



し
て
い
る
。
」

と
い
う
記
事
を
掲
載
し
て
い
る
こ
と
を
外
務
省
は
承
知
し
て
い
る
か
。

二

債
務
救
済
無
償
資
金
協
力
の
定
義
如
何
。

三

債
務
救
済
無
償
資
金
協
力
は
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
導
入
さ
れ
た
か
。

四

債
務
救
済
無
償
資
金
協
力
は
現
在
も
行
わ
れ
て
い
る
か
。
行
わ
れ
て
い
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
廃
止
さ
れ
た
経
緯
と
理
由

を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

政
府
開
発
援
助
（
Ｏ
Ｄ
Ａ
）
の
定
義
如
何
。

六

Ｏ
Ｄ
Ａ
の
目
的
如
何
。

七

現
時
点
に
お
い
て
外
務
省
は
債
務
救
済
無
償
資
金
協
力
が
Ｏ
Ｄ
Ａ
の
目
的
に
適
合
し
て
い
た
と
考
え
る
か
。

八

債
務
救
済
無
償
資
金
協
力
を
巡
っ
て
は
、
二
〇
〇
〇
年
に
会
計
検
査
院
が
ま
と
め
た
調
査
で
、
一
九
九
四
〜
九
七
年
度
ま

で
に
資
金
を
受
け
取
っ
た
二
十
か
国
の
う
ち
、
一
度
も
使
途
報
告
書
を
提
出
し
て
い
な
い
国
が
十
四
か
国
に
上
り
、
多
額
の

使
途
不
明
金
が
判
明
し
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
か
。
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
際
会
計
検
査
院
は
外
務
省
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な

勧
告
を
行
っ
た
か
。

三



九

外
務
省
は
八
の
会
計
検
査
院
の
勧
告
に
対
し
て
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
対
応
を
し
た
か
。

十

国
益
に
照
ら
し
、
九
の
外
務
省
の
対
応
は
必
要
か
つ
十
分
で
あ
っ
た
か
。

十
一

読
売
新
聞
の
取
材
に
対
し
て
、
外
務
省
無
償
資
金
・
技
術
協
力
課
の
職
員
が
「
毎
年
、
使
途
報
告
書
の
提
出
を
求
め
て

い
る
が
、
開
発
途
上
国
の
行
政
能
力
の
問
題
も
あ
り
、
出
し
て
こ
な
い
国
が
多
い
。
今
後
も
、
使
途
を
報
告
す
る
よ
う
引
き

続
き
関
係
各
国
に
呼
び
か
け
て
い
く
」
と
発
言
し
た
事
実
が
あ
る
か
。

十
二

十
一
の
発
言
を
行
っ
た
外
務
省
職
員
の
官
職
氏
名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

十
三

十
一
の
発
言
は
外
務
省
の
公
式
の
立
場
を
反
映
し
た
も
の
か
。

右
質
問
す
る
。

四


